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第 5章公営公益企業の料金設定原則

第 l節はじめに

わが国の私営公益企業の料金設定課員11において，原髄補償の内答をもっ総括

原借主義という料金設定原則が法的に明示されたのは，昭和 8年7月，第 3四

く f電気料金認可基準!I)1 に示されたのが，最初で

あった。

しかし く原髄捕償の内容をもっ総括原錨主義は，当時の

ら，かなち遊離していたの

で，歪111卑実現化される状流ではなかった。それから，戦後ようやく，

(公益事業委員会規則第13号，昭和26年 6丹16日公布・擁行内に

総指原価主義が生かされ，その後，現行の電気事業法第四条ゆとガス事業法17

条(<1)tこ51き継がれた。そして，この両j去の施行にともない今日では，再事業に

限らず，内容的には，それぞれ多少異なるが，総括原極主義が実貿的に私営公

益企業の料金設定原則として， しているむ

わが国の公営公益企業の料金設定原間として，原領補償的な内容をも

っ料金設定原質IJが法的に明示されたのは，戦後の罷有鉄道運護法(昭和23年7

月7日公布，同年?月10日砲行〉第 i条第 2項第 2号に明求された「療舗を僕

うものでJうることJという規定が，最初であった。その後，法的に公営企益事

業に原価補{貫主義を明示した事業法として，地方公営企業法第21条出や水道法

4項{日)や下水道法第20条(7)や郵捜法(昭和46年政正〉第 3条(8)などが，

如i定されてきた。かくして，上記のように法律的に原輝補償主義が，公営公益

企業料金設定上，明示されてきたのであるが，政府の必要以上に厳聞な公共斜



金抑制政策によって，これちの条項は，現実的に不璃行となっていることが多

かっ fこO

しかし公宮公益企業の中心的存在であった国鉄が，昭和39年度決算におい

て欠損金を生ずるようになったことを契機として，原価捕韻主義が会営公益金

強調されるようになってきた。いわゆる，わが国の公営公語

原部補償主義が，昭和初年10月28日，国鉄総裁の諮問機関

としての「日本国有鉄道会計及び財務基本問題調査会j の答申書に提起された。

すなわち，この答申書の中で，原緬梼穣主義を「公共企業体自体の経涛的自

ないし維持を前提としその事業の給付を生産するために要する費用をまかな

うことのできる料金収入をあげるような錨格を決定する頗別であるけと，明

しているやさらに同答申欝は， r公正な料金は，狭義の経営原価を補慢す

るだけでなく，公共企業体の合理的経営に必要な公共的必要余剰〈資本拠出者

に分配される利潤ではなく，公共企業体の提供するサービスの改普及び拡充に

対する社会的要請ぷ応えうるために，公共企業体内部に再投資されなければな

らない議本造成の資捺としての余剰〉を食む広義の原価を補鑓するものでなけ

ればならないっ」というように原{蕗補壊の意味を拡大解釈し価絡形成要素

として公共的必要余剰の算入を示している。いわゆる，このように拡大解釈さ

れた国鉄の原{郎副賞主義は，国鉄に投下されている社会的資本の維持並びに社

るために，必要な造成資本を可能ならしめる公共余剰とし

ての資本コストを，料金に計上{号することかる，一般的に資本コスト方式と称

されている O

かくして，上記の内容をもっ資本コスト方式右公営公益企業としての国鉄

に，昭和40年， 日本国葬鉄道会計及び財務基本問題調査会が答串したのである

が，その挫の国鉄運賃改正に採用されることがなかっ

さちに，その後，昭和53年 1月5日，昭和的年の上記の答申にきわめて類似

している竃信電話諮問委員会答申が出され，資本コスト方式が，再び強調され

たのであるQ 問委員会の主張する資本コスト方式とは，能率的経営の下におけ

る営業費用と資本費用の双方を含む原舗を料金収入をもって捕慣すること
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味したものであったc とりわけ， この筈申の中で最も強調されている点は，従

来から罰金によって認め込れてきた設備や改良や拡張のための建設投資資金と

して充当される資本費用としての収支差額を拡大解釈しそれにインフレー

ションによる減価穣却不足の是正分を含め， i公共的必要余剰」と位置づけた

ことであるa

利益を計上しかっ料金の引下げも実施していた当時の日

ような f資本コスト方式;や「公共的必要余剰」 なぜ， るよ

うになったのかという理由については，次のように堆察されよう O すなわち，

その理由とは，不断の生活水準の向上と科学技箭の進歩により，間公社の供給

するサービスの高度化は，急速であるがゆえに，そのサービスを生産する設備

等を充足させ，社会的要議に即応できるように公共的資本の一部として，公共

的必要余剰は是非とも許容されて然るべきであるという意味に外なちな ~\o

前述かちも理解されるようにわが留の公営公益企業の料金設定上，提程さ

れてきた近年の療器補償主義とは，費用補穣ないし校支均衡を:意現する原題主

義ではなL、。それは.経営体としての経済的自律性と発展をはかりつつ，

能力を向上させることを前提として需要者の便益安向上させるために要する費

現をまかなうことのできるような広義の原価主義を意除する資本コスト方式の

}とで~るむ

かくして，上記のように日本国有鉄道に提起され，日本電信電話公社によっ

された広義の原語補償主義であるが，両公社とも民常北された

現在わが国において，水道事業や公営電気事業という一部の公営公益企業が，

よる料金設定原則を採用しているにすぎな~ ¥0 その{患の

多くの公営公益企業は， このような料金設定原則を採用しておらず，

はじめとする多くの公営公益企業が巨額の赤字をかかえている苧そこで，

このような素字経営にある公営公益企業の財政状態を建て謹すには，どのよう

な料金設定原則が，わが留の公営公益企業にとって最適であるかの一端を明ら

かにするのが， この章の課題であるs

しかるに，上記の諜題を明らかにするために以下の順序にしたがって論を進
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めたい。

第一，アメ IJカ合衆国で弘営公益企業の料金設定頼関jとして! 1898年のスミ

ス対エームズ事件において確立されて以来，今日まで採用されてきている公正

報酬原則ム私営・公定を間わず，わが国の公益企業料金設定上，容認されて

きた総括原倍主義ム昭和40年，国鉄総裁の諮問機関としての「日本国有鉄道

会計及び財務基本問題調査会」が公営公益企業料金設定原野りとして答申し

本コスト方式の三賄側について考察する。

第一の考察を諮まえて，公正報酬原則，総括原師主義，資本コスト

式を比較・検討する。

第一・第二の考察を踏まえて，わが留の公営去益企業にとって，どの

ような料金設定原則が最適であるかを考察する。

(浅)

(1) 酒井節雄編『霊気事業法制史J電力新報社，昭和40年， pp. 157 -158. 

f電気料金ハ.当該竜気供給事業ノ総括原価額ヲ決定シ，之ヲ其ノ事業ノ総合員用

ニ基キ各種需期間ニ配分シ其ノ需用ノ負フベネ料率ヲ算定スルコトニ故リ定メラル

ベキモノトス…ぃ

第一総括原価額ノ浪窓

電気料金ノ基礎トシテ寵気供給事業者二許サルベキ事業ノ収益ハ，左ノ各項ニ故

IJ .事業財麓ノ減錨斡却費，営業費並ニ事業ノ手Ij得ヲ総括シタルモノニ準拠スベキ

モノトシ.之ヲ該事業)総括環器額トス………ぃ

(2) 酒井節室長嬬，前掲欝. p. 376. 

この基準内:gは，算定は事業の櫨全な発達と{受用者の利益の確{采を本旨とし(第

i条).適正報掛(第 2条).無表月rjの開引を定め(第 3条〉総括原舗の内容を定め

き蝦り定額j去によること(第 4条).設備は真

実かっ有効な投資額により評価すること〈第 5条 ための費

用として実績と予想にもとづく漉正な室長でなければならないこと(第 6条〉，事業

報酬は資金謡濯を可能ならしめる適正な手1]子と配当をまかなうに定るものでなけれ

ばならないこと(第 7条).総括原舗の配分は各播男1]の負荷の特性，態様を考震撃し

た適当な基礎にもとづくべきこと(第 8条).供給視程料金は各譜男IJIこ配分された

原艇に準拠して定めなければなちないこと(第百条入特定地域の適用の料金の根

拠〈第10条入特約料金の根拠(第11条〉等を定めたものである。



務 5章公露公益企業の料金設定原則 293

(3) 常気事業法〈昭和39年 7月118公帯，法170，40年 7A 1日範行)第19条第 2現

第 1号 おける適正な原価に適正なやJi鑓を加えたもので

みることり

(4) ガス事業法〔昭和初年 3見出自公布，i去51，29年4月 i日織行)第17条第 2項第

1号「料金が能率的な経営の下における適正な際髄に適正な利潤を加えたものであ

ること。J

(5) 地方公堂金業法(昭和27年 g月1日公布.法292，開年10月l日擁行〉第21条第

2J員 f料金は，公正妥当なものでなければならず，かつ，能率的な経営の下におけ

る適正な原価を基礎とし地方公営金棄の器全なi議営を確{呆することができるもの

でなければならない以

(6) 7f<.j鼓語(昭和32年 6月15日公鞘， f去177，間年12月14日擁行)第14条第 4項第 1

号「料金が，能率的な経営の下におサる適正な原価に照らし公正妥当なものである

こと

(7) 下水道法(昭和33年 4丹248公布，法79，34年 4月23日施行)第20条第 2項第 2

号「能率的な管理の下における適正な路舗をこえないものであること oJ

出 郵{更J去(昭和22年12月12日公平石，法165，23年 l月 i日施行)第 3条縁日{更に関

する料金は.郵便事業の能率的な経営の下における適正な費用を噴い，その健全な

運話器関ることができるに足りる校入を確保するものでなければならな L'oJ

削除されていた郵捜法第 3条が昭和必年の郵便法改正ゴ訴046年，法76)にとも

ない上記のように明示された。

(9) r 8本語有鉄道会計及び財務基本問題調査会客車ふ昭和40年10月288，p舎 38，

第 2節公正報醗原則

i スミス対エームズ事持と公正報酬原員Ij

公益企業の料金設定原則として，公正報酬原則が生成したのは， 1898年のス

ミス対コニ…ムズ事件(1;においてであった合同事件の発端は，ネプラスカ

が貨物輸送の最高料金を法律で定め，これに基づいて開州の運輸庁が運鐘を決

したことに対しそのような料金では会社財産の価穫と収益力を減少せしめ，

財躍を没叙することになり，財産権の侵害であるとして，州内の鉄道会社が提

したことが， ，まじまりであっ この事件で裁判所比「料金の適正な算定
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は，サーピス供給に使用される事業財産の合正緬値に基づかなければならな

l 引という寄名な判決をしたのであるむいわゆる，この判決は合憲的な

料金は財産の合正価値に対して，公正報掛iを生むものでなければならなliO叱

ということを明示したのであるc かくして，間判決によって，公益企業の料金

設定原則として，公正報耕開問が基礎づけられたのであ

クレメンズ教授は， この公正報酬原則をさらに理論的に発展させて，彼の名

著である F公益企業経宮論~(tjl ，;::.公正報酬頼関J CFair return principle)に

よる料金設定の算定方式を次のように明示した号

R E十CV-D)r

R =Rate Revenue=総収益(総収入)

E = Operating Expense出雲業費

V =Fair Valueニ事業財産の髄健

D = Depreciation =事業財産の錨龍に対する減緬僕蔀額

r = Rate of Fair 主eturn口公正報酬率

CV-D)I・=FairReturn=公正報酬

廷は公益企業の金需要者からの料金総収入を示している。

E ';i，減価鑓却費や諸税金等を含めた広義の営業窒を恭している。

CV -D)は，真実かっ有効な財産{話題を意味し合正価笹 CFairValue) 

といわれ，男iJ名，料金基底 CRateBase)ともいわれている。

rは， r真実かっ有交ちな財臆部i直j に対して，許容される報耕平であり，合

正報酬率 (rateof return)といわれているq

CV-D) rは，公正報酬といわれ，公義企業の「真実かっ有効な財産価植」

が科得されるべきことを容認されている報酬額である。しかるに公正報酬は

CV D)にrを乗じて算定される。

かくして，上記のような公正報酬原射に基づく料金設定詰，広義の営業費に

公正報酬を加えた額として算定されるので為る。それゆえ，真実かっ有効な財

産値鑑 CV-D)は，どのように算定されるべきか，公正報酬率(r)は，どの桂

るのかということが，公正報酬東員Ijに基づく料金設定にとって，
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きわめて重要な問題であり，現在でも論争がなされている。それでは，公正価

値の評価基準として， これまでどのような展開がなされてきたかを，考察する。

2 公正傭護の評価基準

公益企業に対する公正報酬が公正でなければならないということは，普選的

な悪長IJとして認められている。しかしその公正報酬を決定するための公正価

績の評価基準が，どのように決定されるべきであるかということを， 1898年の

有名なスミス対エームズ事件において，検討し確定しえなかったために，そ

の後，多くの論争そ経てきたl九しかし，今日にいたるまで普遍的，絶対的じ

な評価基準をみていない。 以下，今自まで，主として論争され，取り扱わ

れてきた評語基準について考察する。

(1) 市場価格基準

企業財産の市場価格とは，当該企業に投下されている資本〈自己資本と他人

資本の総体〉の市場髄絡を示しているということである。換言するならば，そ

れは，当該金業の~ヌ益力に基づいて評語されているという意味である。例えば，

ある議力会社の純利益が7，000万円あったとした場合，竜力事業の一般利子率

を?先と仮定すれば，その会社の市場価格詰10億円と評価される。いわゆる収

益の資本還元額によることを意味する口

」の市場錨措評価基準は，初期の小規模のアメワカの公益企業において，公

いし譲渡が比較的頻繁で‘あった頃の公益企業財産評楢基準を，

そのまま公正価鎮の評額基準として一般的に採用したものであ

しかしながも，ここ iこ求める公正価憾の評価とは，公益企業が受けるべき公

正報酬の額を決定するための公正舗値算定額であり，公益企業が売部又は譲渡

される場合の公正櫨舘算定績ではな~ io しかるに上記のような市場錨格基準を

るならば，公正価値の通大評価の上に，公正報酬を是認

るような料金設定となり，循環論理となる。それゆえ，この市場価格評価基

準比公正な料金設定の目的に適会しないものとして認識されるようになり，
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また，公益企業が継続企業であるという損点からも支持されなくなった。

(2) 再生産費基準

再生産費基準とは，料金設定時の公益企業設備財産の再建設費ない

もって公正信織とすることを意味する。したがって，

いた下記の告岳と いう構成要素の結合体で あ る 。

告 手ぎ形財産， ここでし寸有形財産とは，手言語に使局されている財産のこと

である。この有形財重の中の荷形開定資重は，次のような意味をもっている。

すなわち，当該企業の現有設備の新規建設単髄を推窓して新設財産額を求め，

設構の摩耗及ワ劣化程度を実地に調査してその減価程度を淵定しこれを新設

財産額から蓋しヲ[¥， iたものの}を，有形由定資産として位置づけている。

間接建設費，建設中の諸雑費であって，法的費用および起業費保険，

租税等を合むへ

る引

熊形財産，水利権，許可権な

継続企業錨値，営業が確立され，利益を計上している公益企業がもっ熊

形の{面{官iGio

それでは，なぜ，このような時舗主義的な評楢基準が重視されるようになっ

たかという理由を考察するならば，次のよう主ことが指憶される。

第 iの理由は. 19t討とが終るとともに始まったアメリカ経済の長期にわたる

価路上昇に起因するすなわち，公益企業の料金がインフレーション時に低

く規制されていたため，各公益企業は経営困難となり，裁判所に提訴するよう

になり，瀬次，最高裁は時錨主義的な再生産費基準を認めるようになっ

第 2の理由は，初期のレート・ケースから察知するに，会社の財産取得価格

にしばしば浪費その能不当な自費が含ま訟でいて会社の資本が水害せされていた

ため，実際の取得原舗には岳頼を置きえなかったことに起国する(1;))

かくして，上記のような理由により，帯生産費基準は1929年の大恐慌に至る

まで痩設な地位を占めていたのであるが，大恐慌を契機と Lて，物価が急激に
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下落したことにより，再生産費基準に基づく料金の引下げを行うことが公益企

業にとって一時不可能となったことにより，再生産費基準が不景気にひしがれ

た1930年代には不適応となり，裁判所は再生産費基準に対して次第に関心を持

たなくなった。そして公正価値」の原則さえ放棄したものと解されるよう

な見解を裁判所は示すようになった。 たとえば. 1933年のロスアンゼルス・ガ

スおよび電気会社事件において，裁判所は，会社が料金の没収的であることの

挙証の責任を果さなかった場合には，係争手続は委員会の管掌に残るという見

解をとった11，1) そして，その後. 1944年のポープ天然ガス事件 (FederalPow 

er Commission v. Hope Natural Gas Company Case)において，最高裁

判所は新しい評価基準を示したのである。この事件は連邦動力委員会 (Feder

al Power Commission)とポープ天然ガス会社との聞に起きた事件である口

連邦動力委員会 (F.P.C)はポープ天然会社の資産評価にあたって，再生産

原価でなく，減価償却した後，公正価値を3.300ドルという「実際適正原価」

(Actual Legitimate Cost)にした口それに6.5，%という報酬率を認めた口

一方，会社は公正価値を6.600ドルとし.8%の報酬率を主張した口最高裁判所

は. F. P. Cの主張を支持して. rたとえ，その料金が『公正価値』の料金基

準に基づいていなかったとしても，それによって会社が円滑に経営され，その

財政上の安全を維持し資本を誘引し，また投資家の危険に対する代償を確実

に支払い得るならば，それは無効とならない口町という最高裁の新しい評価

基準を明示したのである口これが最終結果主義 (doctrineof the end resul 

t) といわれる評価基準である口この判決を契機として，再生産費基準は，評

価基準としての地位の喪失を余儀なくされたのである。

それでは，なぜ，最高裁が上記のような再生産費基準を否定した結論を明示

したのかという理由についてさらに詳細に考察するならば，次のようなことが

指摘されるだろう O 第 lの理由として，料金基底の評価にさいしての不可避の

主観性が指摘される。すなわち，有形財産の評価にさいしては，過大評価され

る傾向が少なかったが，無形財産や継続企業価値等に過大評価される傾向が多

かったことや，できるだけ多くの価値構成要素を持ち込もうとしたことが第 l



の理由である。

第2の理由として，評価手続の;焼雑が指摘される。すなわち，再生産費基準

による公正舗値の評価は，料金設定の都度，焼雑な評価手続がなされ，また評

{揺の専門家さえ，その見積りに大きな差異を生じがちで，その調整等に手間

どったことが第 2の理由でるる。

かくして，ポ…プ天然ガス事件の判決を契機として，料金統制を目的として

面倒な評価手続を経ることの必要性はなくなったのであるむその結果，公益企

業は，料金統制が結果において，営業活動を不当に拘束しその継続と発展を

阻害している事実を挙証しない限り，財産評{函問題に関して裁判所に提訴しえ

なくなったぬのであるs

(3) 境重投棄額基準

公益企業の財産評価基準としての再生産費基準は，前i悲したようにポープ天

熟ガス事件の最終結果主義を契機として，喪失を余議なくされ

準として取得療能主義を奉ずる慎重投資額基準が支配的になってき

慎重投資額 (prudentinvestment)とは，公益企業用財産の獲得に実際に

要した最拐の服磁額にその後の増設，拡張，改善等のため存効に費やされた資

本的支出額から同資本の回収分たる減樋笥却費を控除したものに，実際の必要

したもので、ある作。 るに， いうのは「殻損

されていない投資額J(unimpaired investment)を意味するむいわゆる

実かっ有効な投資額Jであるへ

しかるに，市場組格基準や再生産費基準が財産評価を基軸として公正価壊を

しているのに対し慎重投資額基準は，公衆サービスを挟するために現に

{吏荊されている財産の取得及び建設に真実に費やされた資金の総額である広義

の資本総額を基軸として，公正儀植を算定しているのである

それでは，なぜ，上記の棲重投資額基準が公正錨龍の算定方式として支配的

になってきたかを考察するならば，次のようなことが梅摘される。すなわち，

慎重投資額基準は客観性と管理的~易性と企業の能用性という 3 つの面かる
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され，支配的になってきたと思われる。しかしこの 3つの亙は，

係を明確にしている正しい会計処理が企業活動の当初から厳密に継続的に実施

されてこそ，生きてくるのである。それゆえ，正しい会計処理'j:，

基準にとって必要不可欠の条件であるひかくして，過去と現在の会計数舗を基

礎とする↑真重投室額基準は，信頼性と安定性をもつがゆえに，企業の利害関係

者に受け入れられ支配的となっているつ

3 公正報酬率

公正報露骨は，公益企業の「真実かっ寄効な財産J(料金基誌)が科書される

ことを許溶された報酬であり，公正報酬率 (rateof fair return)は，料金基

震に対して許容される報酬率のことを~，う G

料金設定にあたって，公正報掛率をどのようにして，どの程度にすべきかと

いうことは，料金慕底の詩語と同議に重要なことである。なぜなら，料金基底

が確定した場合，料金基底に乗ずべき公正報酬率を理論的にどのように決定す

べきかが難しいだけでなく，このことが料金設定上，大きな比重を占めるよう

になるかちであるむ

北久一教授は公益企業論iの中で，公正報鱗率の重要性と公正報酬率の

れるべき広範な内容について次のように論述しているG まず，

f生について公正報酬率の問題は，算術的計算の問題として恐意的に取り扱

われる性質のものでない。その韓定ということは，適正料金設定の瀧程におけ

る…つの須要な踏梯として叡り扱われなければならなL列。」というように明

し i突っして恐撃的に取り扱ってはなちないと主張している口

次に公正報掛率の広範な内容について，北教授は f正直な会計と責任ある経

宮の下において，特定の公益事業系統の開発iこ必要とする資本を投資者から引

き出すことができる率Jという 1911年のアメリカ鉄道証券委員会 (Rairoad

Securities Commission)が規定した内容を基礎とし公益事業会社に対す

る公正報酬率は， る追加的資本の調達を継続的に可能な込

しめる報酬率である。(と定義しているc
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筆者i之上記の北教授の公正報酬率の定義が，利用者公衆に対して法外な料

金を負担させるような高率を意味するのでなく，また，去益企業の投資家の財

産を没収するような抵率を意味していないという限りにおいて，上記の公正報

酬率の定義に賛意を示す者である。換設するなちtr，公正報掛率とは公議企業

設備の増設及び改良を無制限的に可能ならしめるために料金基壊に乗ずる高率

を意味しているのでもなく，又サービス低下を明らかに招くような抵率を意味

しているのでiまないと，筆者は理解している。

しかるに適正な公正報鱗率とは，公議企業設備の増設および改良が，われ

われの標準的な日常生活レべんを瀬進的に可能なちしめるように，料金基誌に

乗ずられるべき必要不可欠な報酬率モ意味しているといえよう G

()主)

(I) Paul J. Garfield and Wallace F. Lovejoy， Public Utility Econimics， 

Prentice-Hall， INC.， New 

(2) idid.， p.59. 

1964. p.59. 

(3) E.W. Clemens， Economics and Publicじtilities，New York， 1950. 公益企

業経営論上J竹中龍雄監訳，ダイヤモンド社，題和28年， p.部.

(4) E.W. Clemens， 前掲訳欝， p.87. 

即日W.Clemens，前掲訳欝， p.86. 

持率件の判決において，事業財艇の公正価値の評価考慮事項として，下記の 6項

詰がおされたのである。

i )探始建設原鍾

込)故良工事支出頭

iii)社債および株式の金額と市場髄格

iv)服始建設原価と対比した鵠設類価

VJ法令により定められた料金によって撞害される事業期謹の予想収益力

vi)営業費総額

しかし，上記の事項は，協議に検討されたよで.治された評価考意事項ではな

かった。なぜなら.上記の事現以外の他の事項を考慮しでもよいということを間判

決ι持記されていることからも，慎重に検討されたのではないということが推定さ

れる O このように f公正謡議j の評議基準を綾討し議定しえなかったために，そ

の後，公益企業の財諜静磁纂壌は，景気変動等iこともなう利害の反転によって， し

ばしば変更を余儀なくされた。
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(6) 西川義朗著『公益企業の料金と財務J税務経理協会， S 55革10丹258，p.50. 

(7) 中111公一郎著 F公益企業の基本間賠』評論社，昭和45咋11丹10日， p.146. 

(8) P.J. Garfield and W.F. Lovejoy， op. cit.， p.56. 

{号) ibid， p.56. 

(10) ibi止p.56.

仕1) 日W.Clemens，前掲訳者 p. 222. 

1J2) P.J. Garfield and W.F. Lovejoy， op. ci仁， p.66. 

1909年のノックスビル水道会社事件 (KnoxvilleV. Knoxville Water Com船

pany.， 212 U.S.I (909)の判決では.それまで，評価において考恵すべき諸嬰紫

の中か込減錨捜部が除かれていたが，減価1貰却の正当性後認めた。

P.J. Garfield and W.F建 Lovejoy，op. cit.， p.68. 

1926年のマクカードル対インディアナポリス水道会社事件。t1cCardle V. In網

dianapolis Water Co.， 272 U.S. 400 (1926)の判決では，再生産費基準を公正舗

とした。

!l~ 横洪市立大学会計学研究箪繍，四川義朗稿『現代金計学体系 m~ r公益金薬会

3 

{秘i砕袋 E.ζ. W. Clemens， 詩11掲訳欝. p.233. 

(1& 鵠浜市立大会計学窮究支繰，器)11義朗福，前掲番警 p.804.

叩 横浜市立大会計訴究家繊， ~JII義韻語，言11揚警， p.804. 

間前掲欝. p.8020 

U~ 北久一著『公益企業論J東洋経清新報社，昭和49年 4J:j25日， p.177. 

崎北久一著，前掲書， p.197. 

鵠1) ::lt久一著，前掲書， pp. 198 199. 

第 3節総括原種主義 積上げ方式)

一般の私企業における原価計算は，一般的に材料費，動力態料費機械設嶺

人件費，減価償却費水道料等を加えて製造原髄を算出しさらに販

と一般雪理費を加え，それに長入金利子を加算して総原価を算出する方式

されている。

公益企業の場合，料金はー接的に政時授毒IH適格であり，市場価格でな

いので，公益企業の原価計算は製造環緬に能人資本利子と自己資本科摺を加え

て掠価を総括する。それを総括原価 (totalcost) という G しかるにこのよ
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うな総括原価に基づく公益企業の料金設定を総括原価主義とし寸 O その意味で

前述した公正報酬原則の総原価も広義の営業費と公正報酬を総括しかっ料金

総収入に等しいことから，公正報酬原則も広義に解釈すれば，総括原価主義の

カテゴリーである。しかしわが国では，公正報酬原則が一般化されておらず，

費用を積上げてL、く方法としての総括原価主義が古くから採用されているので，

総括原価主義といえば費用積上げ方式のことを示している。すなわち，第二次

世界大戦前，わが国には私営公益企業より公営公益企業(この場合，国策会社

を含める)が極めて多く，自己資本利潤を総括原価に加えるようなことは認め

られないとの考え方が，支配的であり，公正報酬原則の採用は考えられなかっ

た。その上，総括原価主義としての費用積上げ方式は，計算手続が簡単で，比

較的利害関係者に説明しやすいことと，理解されやすいことなどの事由から，

料金設定上，一般的に採用されていたD 現在でも総括原価主義としての費用積

上げ方式が，公営・私営を問わず，公益企業の料金設定上，一般的に採用され

ている D しかし私的所有形態をとる私営公益企業と公的所有形態をとる公営

公益企業とでは，一般的に採用されている総括原価主義としての費用積上げ方

式でも，総括される(積上げられる)原価の内容がかなり異なっている。

私営公益企業の総括原価主義(費用積上げ方式)による料金設定は，次のよ

うな算定方式をとる11)。

R=E+(I+P) 

R = (Rate Revenue)総収入=(total cost)総括原価

E =(Operating Expense)広義の営業費

1 = (Interest)他人資本利子

P = (Profit)自己資本利潤

上記の算定方式からも理解されるように，私営公益企業の総括原価主義(費

用積上げ方式)の総括原価は広義の営業費に他人資本利子と自己資本利潤を加

えたものとして計上される。自己資本利潤の内容は， Iある一定の株式配当率

のための予定利益Jr内部留保金Jr利潤系税金(法人税)Jr減債積立金」など

を示している。また， この利潤は，公益企業が地域独占という地位を有してい
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るので独占利潤となりがちであるが，その許容i之“財産の不当没棋になちな

いこと"と，“利用者公衆の利益を守弘公益企業の鍵全な発展を図るために

必要不可欠な資本を吸引することを可能にすること"の仲内でなければならな

~)Q 

公営公益企業の総括原価主戦(費用積上げ方式)によ

うな算定方式がとられてき

Rニヱ E+I

上記の算定方式から堆察されるように公宮公益企業の自

次のよ

一殻的に

国や地方公共自体という公共盟体の出資であるので，自己饗木本IJ潤は必要でな

いという考え方が支寵的でおっ

しかしこのような公営公益企業の伝統的な総括原価主義による料金設定を

うとする社会経済環境が，漸次，現実化されてきている。なぜなふ恒

インフレ経済状況の下で，広義の営業費と他人資本利子安総括した票藷

のみの総収入だけでは合

スの質の向上やサー

りでなく誓既施設能力の緯持さ

サーピス抵下を招くようになり，

あ

ともなって必然的に向上するサービ

公芝公益金業は対応できなくなるばか

なってきたからである。そして，結局，

るようになってきたからで

かくして，上記のような事由から，最初に見直しを施計したのは，思本竜{言

った。同公社は，昭和初年の料金改訂で設鏑拡張資金の一部を料

る方式を制度化し算定方式を次のようにしたへ

R Eト(1 + F) 

このド (Reservefund)は，利用者公衆の利益を守り，

ために必要不可欠な設欝拡張資金の一部のための内部留保金という

るものであった。

明確にしたのが公営電気事業である。

において，

髄を次のよう している「総括原価は，龍気事業自定資産の減髄捜部費〈公
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は減{通護却費を普通積却と特別償却に分けている)，宮業費，回

定資産等所准市町村交付金，支払利息，減慎積立金，及び特別積立金を総括し

た額とするoJ しかるに，算定方式は次のようになる。

総括原{遥1 営業費+減価償却費(普通減倍積却費)+固定資産等所荘市町村

交吋金十支払孝IJ患十減積穣立金十特別積立金十軒別減価償却費

上記の公営竜気事業の諌価項目の中で，特有な原価項屈である国定資躍等所

在市町村交付金は，発電所や，変電所や，送電擁設等の用に熟している

して，市町村によって，国定資産税に相当する税として諜せもれている

ものであり， として理解されるべきもので為る。次に特有な原

儲項巨として特別減器償却費が為る口この原錨項昌とは，普通減価慣却の50%

を超えない額を特別誠価償却費として料金原舗に算入することを公営電気事業

に対して認めている制度である。すなわち， る設備は比

較的小規模であり，また少数であるので，災害，温水等があった場合，企業リ

スクが大である合それゆえ，そのようなリスクを探障するために早期の償却を

行ない，内部留保して，将来の災寄，i昂*等に鏑えるように設けられたものが，

特別減偏積却であるへその地に特有な原価項目として・減銭積立金，特別積立

金があるc しかるに，特別減緬償却費，減憤積立金，特別積立金という原緬項

目は，前述の電々公社方式の「必要不可欠な設備拡張資金の一部のための内部

寵保金j に相当するものである5

水道事業においてら本道使用者の公正な利益と水道事業の題全な発麗を期

することを目的として，自本水道協会が，総括原髄主義としての費用積上げ方

式を，昭和42年 7月水道料金の算定について』の立の f水道料金算定要

領J，こ示したむこの算定要領に治されている算定式は，前述の昭寝泊年の電々

公社方式と問様めR E十1+ Fである。 Fは，同嬰積では事業報酬として位

込れているc そして，この事業報酬とは，施設攻良，配水施設拡充及び

されるべき額であり，事業の資本講成及び給水需給の実態等

を勘案して適正に算定した額でなければな告ないと位罷づけられているむ

上記の一連のFの導入やその施行趨勢かち推察されるように公営公益企業
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rIミ E十1 かち rRニE十l十FJという方向

きている。すなわち，このことは公営公益企業といえども継続企業

(Going Concern)である以上，経営の鍵全イとと安定したサ…ピス洪給を薙

保するためには，ある程度の内部留保金が必要であるという認議が，公営公益

とってかなり浸透してきたことを示している。

しかし現実的には，公営公営企業の料金設定として， rR E十1Jの算

1ミ=E+I十FJの算定方式より，圧倒的に多く採用されている D

なぜなら，比較的公正に会理的に理論北された前述ぬ公営公益企業の費用積上

(Rニニ E十I十F)とし寸料金設定患射に基づく料金設定が，議会や許

なす政府によって， しばしば政治的に抑えられたち，選廷されるからで

ある。また，サービス受益者の魚畑能力にも限界があり， R E十I+Fとい

う費用損上げ方式が，そのまま料金設定原則として採用されなしゅ、らである。

{注)

(1) 現代公益事業講盛議集委裁会嬬 f公益事業料金設定論i織野日出男稿「第 2~嬬総

指原価第 2章積上げ方式による総話減橿j 重力新報社多結和50年. p.123. 

(2) 北久一著『公益企業論』東洋経諜新報社，詔和49年 4f3 25 B， p.150---151. 

(3) 北久一稿「公営電気事業の総括原価と事業報酬Jr公益事業研究2第22巻第 i号，

昭和45年 9月.p.86恥

第 4節資本コスト

公営公益企業の料金設定際聞のモデルとして，昭和40年10月28日， r日

有鉄道会計及び財務基本問題調査会答申j において，公正報静H票員Ijと総語原{語

(費周積上げ方式)のj見合発展形態的な料金設定県民Ijとして，資本コスト

~\う料金設定原員Ijが恭された。この原則の算定方式は次のように示され

ている C

総JlY(入ニ営業費十

資本費用=支払利子十資本コスト(公共的必要余剰〉……むの 2
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公共的必要余剰ij=芯 l(手Ij付負債十資本)x総資本コスト率}支払利子むの 3

総収入ニエ営業費十{(手IJ付負債÷資本)x総資本コスト率ト…@の 4

むの i式かちは，この章の第 2節で取り扱った公正報酬原則が想定されるむ

なぜなら「総収入口営業費用十公正報掛Jという公正報酬原則の算定方式から，

公正報醐と資本費用とが同絡に位置づけちれるからであるc

むの 2式かちは，この章の第 3節で取り扱った公営公益企業の総括罪組主義

〈費用績上げ方式〉が想定される。なぜなら総収入z 営業費用+支払利子

十必要不可欠な設備拡張資金の一部のための舟部留保金j という

の総括原儲主義〈費用棟上げ方式)から，必襲不可欠な設備拡張資金の一部

のための内部留保金」と f資本コストJとが同格に位蓋づけられるからであ

るc

。の 3式の資本コスト(公共的必要余興〉について，問答申は次のように述

べているo r公共的必要余剰とは，賓本拠出番に分配される事Ji聞ではなく，公

共企業体〈公営公益企業yllの提供するサービスの改善及び拡充に対する社会

的要請に応えるために公共企業体(公営公益企業戸内部に碍投資されなけ

ればならない資本最或の灘、泉としての余剰であるヘj しかるに， この⑤の 3

式は，サ…ピスの改善及び拡充に対する社会的要請に応えうるために，公営公

益企業内部に再投貸されるべき造成資本を，総資本(自己資本と地入資本の総

体)に対する報酬lから，他人資本に対する報酬としての支払利子を差引くこと

によって算定しその額を公共的必要余剰として位置づけたことを明ちかにし

た算式であるといえるc 換言するならば，現実の経営活動においては， ，自己

資本であろうと他人資本であろうと，公営公益企業に資本として投下された場

合，資本実体維持・拡大発展が成就されるように，雨露本は合{本されて総安本

として運用されているc それゆえ，造成資本の形成は総資本の運用によるもの

で為るかふ総露本に対する報酬かち他人資本に対する報酬としての支払利子

1かれた残額が，社会的要請によ亡;えるために公営公益企業内部に再投資さ

れるべき造成資本としての公共的必要余剰であるということを，。の 3

昧しているのである G
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また，総資本に対する報酬額の算定は，総資本に総資本コスト率を乗ずるこ

とによって算定される。いうまでもなく， ここでの総資本コスト率とは，

公益企業がその企業器用を維持しかっ，資本市場で当該公営公益企業に必要

なる新議本を調達するために，当該公営公益企業に認められうる資本コストの

割合である。しかるに総資本コスト率は，一穀的に自己資本コスト率と地入資

本コスト率の加重平均によって算定される。

むの 4式は，⑥む l式にむの 2式とCの3式を挿入した結果の算式であ

すなわち，むの 4式は上記のむの l

スト率の内容を経営学的，

ト方式と称される由

。の 2式， cgの3式の内容や総資本コ

数学的に統合した算式であり，資本コス

。の 4式の資本コスト方式む意味するところは，狭義の経営原協を捕{賞する

だけでなく，公営公益企業の提洪するサービスの改善及び拡充に対する社会的

要請に芯えるために当該公営公益企業内部に再投資されなければならなし

造成の資援としての公共的必要余剰を含む広義の原留を補償することを，意味

している。

(法)

(1)と(引の 〈公言公議食業)は.著者が挿入

(3) r日本国有鉄道会計及び財務謀本問題調査会答申」昭和初年間月 28日， pp.37-

38. 

5節 公正報酬原則・総括開価主義(費用積上げ方式)・

資本コスト方式の比較

これまで，公益企業料金設定原則としての公正報酬原引き総括原価主義〈費

用積上げ方式)，資本コスト方式について考察してきた。ここでは，これまで

の考察を基稽として，公正報掛原則と総括原極主義との比較，資本コスト

と公正報酬原則との比較，総括原{邸主義と資本コスト方式との比較について，

さらに考察を深めて，それぞれの類似点や棺違点や特徴について検討す
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1 公正報酬康問と総括原価主義〈費用接上げ方式)の辻較

周知のように公正報酬原員JJに基づく料金設定は， され

その料金設定は，Jb義の営業費に「真実かっ有効な財産鑑龍」が利得されるべ

きことを容認されている報酬としての公正報酬を加えた額として，算定される。

しかるに算式は次のようになる。

総収入エニ営業費十公正報静H・H ・ の l

公正報酬ニ公正価鵠×公正報酬率H ・H ・9の2

総~文人業費+公正師{藍×公正報酬率……@の 3

総括原錨主義(費用積上げ方式〉に基づく料金設定は私営公益企業に

も公営公益企業にも適用されるやしかも，公営公益企業の場合の総括原舗主義

は，第3節の総括原緬で論述したように R E十iとR=E+(1十F)の

両算式が現実に採用されている。しかしここでは，公正報酬原則と，比較検

るため，私営公益企業も採用している総括類価主義〈長 E十

日 +p))に歩謂を合せて，公営公益企業の場舎の総括原偏主義〈費用横上

げ方式〉拭， R=E十iの算式でなく， R E十(1ート F)の算式を取り上げ

て比較検討する。

私営公益企業に適用される総括原健主義〈費用積上げ方式〉

総収入コエ総括原価営業費十支払手:J子十自己資本利調……審の i

公営公益企業に適用される総括原錨主義〈費埠積上げ方式〉

総収入z 総括原価z 営業費十支払利子十必要不可欠な設備拡張資金のー

部のための内部留保金……@の 2

すなわち，前述の第 2節の公正報桝原則や第 3蔀の総括原錨主義や上記の算

式を基礎として，公正報酬原則と総括原鑑主義を比較したよで，それぞれの類

似点や相違点や特徴を列挙すれば，次のように指摘されるだろう。

i ) 合正報酬原、期は，公正値鐘(料金基痕)が手Ij得される報聖堂という公正

報醗に特設があるのに対し総括原楢主義は，費用を掻上げて総括原価を

算定するということに特徴がある。
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ii) 公正報酬顕員IJの公正報量H1の算定にとって. r真実かっ有効な財産価

鑑Jという資産が，その算定基準として議袈な比重をさめるのに対し総

自己安本事IJ溜〈私営公益企業の場合〉や必要不可欠な設備拡

張資金の…部のための内部留保金

自己安本が，その算定基準と

の算定にとって，

占めるむ換言するなもば，

とし後者は資本を基準としているということであるむ

しかるに， インフレーションが確実に進行している経議状況から推繋する

ならば，資本を基準としている後者が計算上，比較的霞{更であり，

係者にも説明しやすいし理解されやすいという制点がある。

語〉 公正報掛i捺誕の場合，公正報酬率に盟定されずに私営公益企業が能率

公正報酬が増加し 自分の裁量で拡大再生

産のために，さらに資本吸引できる配当金や経営方針を決定できるという

やりがいと

4 

'-

られているので，

まれているl110 

ンセンティブ会主

一方， (費用績上げ方式〉 コスト要素が規制基準

に基づく傾向が強いので，たとえ抵能率で経話していても， 自然独占の地

位を有しているので，当該産業から淘汰されることが少なし結果として

需要者に高料金の負担そ強いることとなる。しかるに経営能率向上インセ

ンティブが機能しなくなる欠点がある。

2 資本コスト方式と公正報酬原則の比較

資本コスト方式は，公正報酬県民IJと総括原鑑主義 の混会

発展形態として，昭和給年同月28B r日本昌脊鉄道会計及び財務慕本問題調査

会答串J，こ，初めて提恭された料金設定原則である。以下，

本コスト方式ですでiこ議述したように次のように示される。

総収入=営業費十議本費用……むの i

護本費用=支払利子十資本3スト(公共的必要余剰)

公共的必要余剰 資本)x総資本コスト率j

4節の資

2 

3 
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上記のむの 1・0の2・⑥の 3式を統合した資本コスト方式による料金設定

の算式は，次のようになる。

総攻人口裳業費用+{ (事i付魚償十資本)x総資本コスト率}..・ H ・⑥の 4

また，公正報酬原真IJによる料金設定の算式は，すでに前述したように次のよ

うになる。

総収入口営業費+公正報酬……ゅの 1

公正報酬u 公正価値×公正報酬率……③の 2

総i良人公立営業費+(公正髄磁×公正報酬率)……⑮の 3

かくして，前述の第 2節の公正報鱗探員IJや第 4節の資本コスト方式の上記の

算式を基織として，資本コスト方式と公正報観罪問とそ比較した上で，そ

れの類似点、や相違点や特徴を列挙すれば，次のように十討議されるだろう守

i ) 資本コスト方式の資本費用の算定は，資本が基準となるのに対し公

正報善要課員IJの公正報酬の算定比資産が基準となる。しかるに，現在，イ

ンフレ会計理論が進歩したと iまし 1え，まだ評鵠基準をめぐって論争の多い

とするよりも，議本を基準とする資本コスト方式の資本費用の

実質的に確定的であり，計算上，鰭梗でるると患われる。

註) 資本コスト方式の資本費用と公正報酬原則の公正報酬を概観する顎り

において，資本聾用と会正報酬は同格とし られているが，それ

ぞれの内容誌異蓑で為る。すなわち，資本コスト方式の資本費用は，

支払利子と資本コスト〈公共的必要余業J)というコスト要素に分解され，

という概念で位議づけられるのに対し合正報掛原黙の公正報酬は，

当該公益企業の「真実かっ有効な財産Jが利得されるべきことを者認され

ている額であち，報酬という概念で位置づけられている。

いわゆる，資本コスト方式は，総語原{誕そ算定するため，

プョセスである。コスト要素としての公共的必要余剰の算定は，

利付負債と資本(自己資本)を統合した総資本に総資本コスト率を乗じて

えた額から，支払利子を楚引くのである。結果的に資本費用誌上記の算

2式の支払利子と⑥の 3式の支払利子が相殺され， {(手IJ付負靖+資
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×総資本コスト率jとなり，総資本が利得されうる報棋とし

けられるむしかるに，資本費用は費用を積上げて算定するプロセスをとる

が，その算定方式に沿って計算した場合，総資本に対する報酬額というこ

とになり，結果的には，合正報酬と開織に報掛として註量づけ込れること

になる告

iii) 公正報酬環則は，私営公益企業を対象として通詞されるのに対し安

本コスト方式は公営公益企業を対象として適用される。

iv) 公正報酬は「真実かっ有勢な財産Jが利得することを容認された金額

であり，それは，支払利子，配当金，内部留保金，各種積立金，純利益等

を全て総計した金額であるむしかるに公正報酬原員'1の場合，経営者は自

己の裁量で拡大再生産のために，資本吸引できうる配当金や経営管盟を決

きるというやりがいと権限がゆだねられ，そこに経営能率向上インセ

ンチィブを見出すことができるむ

一方，資本コスト方式による は，公営公益企業の総資本に対す

る報酬であち，総資本に総資本コスト ることによっ れた

ものである。しかるに総資本コスト率を構成している一方の自記資本コ

スト率に経営者の裁量権が与えられているというものの，総資本コスト率

を構成しているもう一方の地入資本コスト率が一般的に確定率であり，か

っ資本評価が資産評価よりも一般的に確定的で評悔しやすいということな

どから，資本コスト方式の場合，公正報鱗掠則よりも経営能率向上インセ

ンティブが欠如しているといえる。

3 総括原価主義(費用穣上げ方式〉と資本コスト方式の比較

総括原価主義と資本コスト方式とを比較検討するため，総括原価主義(費用

積上げ方式〉の場合，私営公益企業の総括原価主義を考憲して， R=E十iの

葬式でなく， R=E十(1ャp)と設 E十(1十ド)の算式を取り上げて資

コスト方式と比較検討する号

私営公益企業に適用される総括原錨主義
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総収入口総括原錨r 営業費十支払利子÷自己箕本利潤……昏の 1

公営公益企業に適用される総指原価主義(費用接上げ方式〉

総収入ニニ総括原価ここ営業費十支払利子÷必要不可欠な投鑓拡張資金の一

部のための開部密保金……§の 2

スト方式

十資本費用……むの 1

資本費用支払利子十資本コスト〈公共的必要余剰)……むの 2

公共的必要余剰=任事Jf寸負債÷資本)x総資本コスト率)-支払利子

……。の 3

総収入ニ営業費+{(利付負債+資本)x総資本コスト率)..・...cgの4

かくして，前述の第 3節の総括原価主義や第 4節の資本コスト方式や上記の

算式を基礎として，総括原価主義と資本コスト方式とを比較した上で，それぞ

れの類似点や相違点や特徴を列挙すれば，次のように指描されるだろう

i ) 上記の骨の l式は私営公議企業に適用され，⑧の 2式とむの 1---... 4式

は公営公益企業に通用される。しかるに， この輩では，公宮公益企業に通

用されるべき料金設定原則を主たる課題としているので，ここでの比較検

⑮0)2式とCの 1-4式を中心とする。局知のように，資本コスト

方式は費用積上げ方式の長所を撃持しつつ，費用積上げ方式の最大の短所

である経営能率向上インセンチィブの熊機能的要習をなくすように，公正

報酬原目立の報酬という概念を導入しようとし

れゆえ，資本コスト方式は総括原価主義

力向上インセンティブが強いといえる 5 したがって，

れたもので‘ある。そ

よりも経営能

コスト

私営公益金業の公正報酬原員IJの中間に位

る料金設定原則である。

ii) 総括原語主義(おの 2式〉の f必要不司欠な設構拡張獲金の一部のた

めの内部留保金j は料金設定上，総J!)Z入ここ総括原価を算定するための費増

として泣薗づけもれる。しかし財務会計上の決算においては，利益とみ

なされなければな告ない性質のものである9 換設するならば，将来，必ず
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されるのであるが，当期では，ま

られないものである。しかしその金額が社会経済的

環壌や社会的要請との椙関関係から合理的に見積ることのできるものであ

る。その意味で必要不可大な設構拡張資金の一部のための内部留保

金Jとは，利益留保性を含む従来の持定担当金〈現在では法律上，認めら

れていない〉と引当金の中間に位置する性質のものであると患われる。

コスト方式の「公共的必要余剰Jは，料金設定上，

維持・拡大発震を成就させるべき報酬と理解される

したがって，料金設定を基軸とする限りにおいて. r必要不可欠な設備

拡張資金の一部のための内部留保金j は費用として技量づけちれ，

的必要余剰jJは報酬として位欝づけられるものである。

逼〉 公共的必要余剰は，公営公益企業の費用積上げ方式 (R= E + 1十

F)のド〈必要不可欠な設備拡張資金の一部のための内部留保金)よりも，

く長=E十 1+ p)のp(自己資本手1]7問)

に，その性質上，類似している。なぜなら. pも公共的必要余剰も報酬と

いう概念で把握されるからである。しかし公共的必要余剰が上記のPと

根本的に相謹する点は，公共的必要余剰の中に配当金に相等する部分が算

入されていないということゼある。したがって，公共的必要余剰をその性

賓かち考察した場合. pに類似しているが，その許容量から考察し

いう所有関孫からも明らかなように詑当金分の算入が不必要である

ドと識的に同程度である O

iv) 料金設定上，総括原価主義 (Bの2式)は，そのコスト

をもたない傾向と，なりがちである。なかんす、く「必要不可欠な設備拡張

というコスト要素は，そのような傾向が

5郎、。しかるに総話捺髄主義は経堂能率に対するインセンティ

コスト り弱いといえ

なぜなら，料金算定上，総括原価主義の f必要不可欠な設繍拡張資金の

ための内部留保金」と同格に位置づけられている資本コスト方式



の f公共的必要余剰~J ，ま，第 4節の資本コスト方式で論述したように報酬とい

う擁念で把擁されているので，資本コスト方式は，総括原錨主義より経営能率

インセンチィブが強いs しかし資本コスト方式の経詰能率インセンチィブが

強いといっても総資本コスト率の中の日記資本コスト率において，経営能率イ

ンセンティブが発揮されるにすぎな~'0それゆえ，公正報酬率に経宮能率イン

センティブが，十分に発揮される公正報酬療関lより，はるかに資本コスト

ンセンチィブが弱い。

(注)

(1) 現代公益企業講盛編集委員会嬬. w公益事業料金設定論J. 細野日出男鵠，第 2

編 総括原{議 第 3j設 「公正報酬顎買IJによる総括開倍j 竜力事長報社，招和50年，

p. 134. 

第 s節結び

この章において，合正報酬原罪1，紙括原健主義(費用積上げ方式)，資本コ

スト方式の内容について考察しさらにこれちの考案を基礎として，公正報掛

原則と総括原緬主義との比較，資本コスト方式と公正報酬果関!との比較，総語

原価主義と資本コスト方式との比較について考察してきた号しかるに以上の考

禁を踏まえて，わが国の公営公益企業にとって最適な料金設定原員11とは，どの

ようなものでなければならないかを示して，じすびiこかえたい。

一般的にわが国において，公営公益企業の料金設定一じ箕本報酬を費用化す

ることに理解を示さず，不必要だという認識が，なあ、支配的である現在

を自己造成するような料金設定原出を正面から導入しでも理解されることは不

可能でおる。しかし社会事経済，文化等全ての面が漸進的に発展している現

在，こ抗告と併行して憧常的に公営公益企業サービスの改善及び拡充に対する

社会的要請が~り，そのような社会的要請に応えうるために，公認公議金案内

部に再投資されなければならなし 自己造成していくことは不可欠であるc

しかるに， このような矛腫を解決するiこはわが盟の公営公益企業料金投



第 5 章公営公益企業の料金設定原~IJ 315 

定躍刻としては，きわめて工夫された良好な料金設定原則としての資本コスト

方式Jと f現在，かなり理解されつつある内部留保金的な項目を告摂している

総括原価主義(費舟積上げ方式)J を有機的に融合した上で，理論的立体系化

したな iるば，公営公益企業の料金設窓原則として理解され，スティータスを有

ようになると思うむ体系化の具体化は以下のJI語序であるa

1.まず，資本コスト方式によって，総括原価山総収入を算定する。すなわ

な経営能率ー資掠配分効率・社会的公正を遂行していくことを前提とし

て，総括原価を通正にするため，そのよ限を資本コスト方式によって算定

するということである。換言するならば，狭義の経営原価〈支払利子を合

を補f輩するだけでなく，公営公益企業の供給するサービスの改善及び

拡充に対する社会的要請に応えるために当該公営公益企業内部に再投棄さ

れなければならない資漉としての余剰を含む宗義の原錨を捕獲する上眼を

釜本スコト方式によって算定することであるc

2.総括原{屈を議本コスト方式によって算定した後，総括原{語を費用積上げ

方式に分解して，議本コスト(公共的必要余剰)を精躍に算定することで

あるむ

資本コスト

総収入=総括原盤営業費十{(手iJ付負横十資本)x総資本コスト率j

資本費用 l(孝IJ付負債十資本)x総資本コスト率ト…ぃ込〉

=支払利子今資本コスト(公共的必要余剰)……ui)

総校入z 総括原価出営業費十支払利子十資本コスト(公共的必要余剰)

すなわち，上記の i)式をiv)式に謹き換えることによって，換言する

ならば，資本費現は支払利子と公共的必要余剰の合計額であるということ

を確認した上で，公共的必要余剰の額を精確に算定するということであるc

この場合，支払利子は地人資本に対するコストであり，路定的利子であ
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るので確定的に計上される口しかるに，総資本(利付負債+資本)に対す

る報酬〈資本費増〉から支払利子を差守川、た残額が，社会的要請に応、える

ために公営合益企業内部に再投資されるべき公共的必要余剰ということに

なるc

3.公営公益企業の料金設定原則として，現在，護透しつつある下記の v)

式の「必要不可欠な設構拡張資金の一部のための内部留保金j と上記の

vi)式の?公共的必要余乗IJJを厳密に比較検討した上で. r必要不可欠な

設鎖拡強資金の一部のための内部留保金j の内容を藤密に構成することで

ある。

総収入=総括原樋口営業費用+ 十必要不可欠な設備拡張資金の

一部のための内部寵保金…… v)

すなわち. i). ii). iii). iv)の一連の式から算定した「公共的必要

の許容量の範題内で. v)式の f必要不可大な設備拡張資金の一部

のための内部留保金Jの内容を厳密に措成することで為る。換言するな己

ば替なにがなんでも「公共的必要余剰j の許容範関の限度まで意図的，

意的にじ」ど、要不可欠な設構拡張資金の一部のための内部留保金j を近づけ

ると L寸意味でなく，必要不可欠な設議拡張獲金の一部のための内部留保

金とは公共的必要余剰み必要不可欠な設備拡張資金の一部のための内

部留保金j という範囲内で薮帝に撞み上げられ，社会的要請に応えるため

に，会営企益企業内部に，確実に将来，再投資されければならない必要不

可欠な内部留保金である 9

十 「必要不可欠な設構拡張資金の一部のための内部留保金j の内容を厳密

に構成した後，公正にその必要不可欠な設構拡張資金の一部のための内部

留保金を v)式に適合させることによって，有害関係者，とりわけサービ

ス需要者の理解をうるようになり，わが閣の公営公益企業の最適な料金設

定原員IJとして位麗づけられるようになるであろう D

私は，上記の1. 2. 3， 4という一連の料金設定ルート (route)を

公共的必要コスト方式と称、したいc




